
第２号様式(第８条関係) 

令和  年  月  日 

 

岐阜県立学校学習者用タブレット貸与に係る誓約書 

 

 

岐阜県立羽島北高等学校長様 

 

岐阜県立学校学習者用タブレット貸与規程第８条第１項の規定により、学習者用タブレッ

トを利用するにあたって、裏面の遵守事項を守ることを誓約します。 

 

 

                   記 

 

 

利用者 

住 所 
 

 

 学年等 
 

（ふりがな） 
氏 名 

 

 

※署名は必ず本人が行ってください。 

利用者が在籍 
（予定）の学校名  岐阜県立 

保護者 

（親権者又は 

未成年後見人） 

 住 所 
 

 

（ふりがな） 

氏 名 
 

 

※署名は、必ず本人が行ってください。 
 

 電話番号      （     ） 
 

 申請者との関係 （     ） 
 

 

【貸与条件】県・市町村民税 所得割が非課税の世帯 

□ 生徒の保護者（主に親権者）等全員が非課税であること。 

□ 夏ごろにお知らせする『岐阜県公立高等学校等奨学給付金』の申請を行うこと。 

また、奨学給付金の審査結果を貸与条件の確認に利用することに同意すること。 

※ご家族や家計の状況など，学習用端末の準備に関して個別に相談されたい方は，学校にお問い合わせください。 

【注意事項】 

・ 年度当初に貸与する端末は、令和２年度から使用している端末（Surface Go 2）に 

なります。 

奨学給付金の認定により貸与条件を満たすことが明らかになった場合は、ご希望に 

応じて新たな貸与端末に交換する予定です。 

・ 貸与端末を過失などにより破損・盗難・紛失させた場合は、賠償する必要が 

あります。 

 

 

https://www1.g-reiki.net/owase/reiki_honbun/i610RG00000553.html


（裏面） 

岐阜県立学校学習者用タブレット貸与に係る遵守事項 

チェック欄 

□ １ 貸与物品は毎日自宅に持ち帰るものとし、学校に放置したままにしない。 

また、学校においては、貸与物品を使用しない場合はロッカー等の安全な場所に 

保管するなどして、細心の注意を払って管理しなければならない。 

 ２ 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

□  (1)貸与物品を利用者以外の者（利用者を指導する教職員を除く。）に使用させ、又は

転貸すること。 

□  (2)貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。 

□  (3)貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。 

□   (4)貸与物品を学習活動以外に使用すること。 

□  (5)貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。 

□  (6)貸与物品に学校長の許可なくソフト（アプリ）をインストールすること。 

□  (7)学校長が定める学習者用タブレット取扱いガイド等に反する行為を行うこと。 

□  (8)その他学習者用タブレットの貸与の目的に反すること。 

□ ３ 利用者は、県教育委員会又は学校長から貸与物品の管理運営にあたり必要な指示が

あったときは、その指示に従わなければならない。 

 ４ 前３項の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

□  (1)貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。 

□  (2)必要に応じて、県教育委員会又は学校長が貸与物品の利用履歴（インターネットの

利用履歴を含む。）を確認することに同意すること。 

 ５ 利用者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げる経費を負担しなければならない。 

□  (1)在籍する県立学校以外場所における貸与物品の充電に係る経費 

□  (2)学校間総合ネット通信以外のインターネット通信に係る経費 

□ ６ 利用者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が毀損したときは、直

ちに学校に報告するとともに、貸与物品紛失・盗難・毀損届を学校長に提出しなけれ

ばならない。 

□ ７ 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は過失によるものと認められると

きは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。 

□ ８ 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責に帰すべき理由により県又は第三

者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。 

□ ９ 貸与物品の使用にあたり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故

が生じた場合には、県はその責任を負わない。 

□ 10 貸与期間中であっても、利用者が休学等により学校長が定める期間を超えて登校で

きない場合等は、貸与を取り消されることがある。この場合において、利用者は、学校

長が定める日までに貸与物品を返却しなければならない。 

□ 11 前項に定めるもののほか、利用者は、学校長が定める貸与期間終了日までに貸与物

品を返却しなければならない。 

□ 12 利用者は前２項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が再度返却を

求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。 

□ 13 利用者の親権者又は未成年後見人は、第５項、第７項から第９項まで及び前項の規

定により利用者が負担すべき一切の債務について利用者に連帯して保証しなければな

らない。 

□ 14 利用者には、貸与物品に係る所有権は帰属しないものとする。 

□ 15 その他学習者用タブレット等の利用に関しては、県教育委員会及び学校長の指示に

従わなければならない。 


